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第 1章 総 論

1 ア レル ギー疾患 とは

アレルギーとい う言葉自体は一般用語 として広まつているが、その理解は曖味である:ア

レルギー疾患を分かりやすい言葉に置き換えて言えば、本来なら反応 しなくてもよい無害な

ものに対する過乗」な免疫 (め んえき)反応 と捉えることができる。

免疫反応は本来、体の中を外敵から守る働きである。体の外には細菌やカビ、ウイルスな

どの「敵」がたくさんいるので、放つておくと体の中に入つてきて病気を起こしてしまう、

それに対 して体を守る働きの重要なものが免疫反応である。相手が本物の 「悪者」であれば

それを攻撃するのは正しい反応 となるが、そうではなく無害な相手に対してまで過剰に免疫

反応を起こしてしまうことがある、それがアレルギー疾患の本質とも表現|で きる。

<体の防御反応が過剰に働く>

例えば、アレルギー症状を引き起こすアレルゲンで最も有名なのはチリダニである。チリ

ダニは生き物なので、生きたままで体の中に入つてきて卵を産んで増えるのであれば、やっ

つけなくてはいけないので、これは正 しい免疫反応といえる:と ころがアレルギー疾患で問

題になるのはダニの糞やダニが死んだ後の粉、つまり生き物 としては悪さをしないものへの

反応である。それが人間の体の粘膜に付く、または入つてくると、本来、無害なので放つて

おけばいいのに、アレルギーの人はそれに対 して過剰な免疫反応を起こして逆に体に不利益

な状態になってしまう、即ちアレルギー反応を起こす。 ′
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<一人がいろいろなアレルギー疾患を発症>

代表的なアレルギー疾患には、気管支ぜん虐、、アレルギー性鼻炎、アレノレギー性結膜炎、

ア トピ■性皮膚炎、加えて最近、特に問題になってきている食物アレルギー、アナフィラキ

シニなどがある (表 1)。 また、アレルギー疾患は全身疾患であることが特徴で、小児の場合

は、アレルギー疾患をどれか一つだけ発症するケースは少なく、副鼻腔炎、結膜炎、鼻炎、

さらに気管支ぜん′息、ア トピー性皮膚炎を合併していることが多い。



表1 代表的アレルギー疾患

1.気管支ぜん息

2.アレルギー性鼻炎 (花粉症 )

3.アレルギー性結膜炎(花粉症)

4.アトピー性皮膚炎

5.尋麻疹 (じんましん)

6.(食物アレルギー )

7.(アナフィラキシー)

※6,7は原因抗原 (ア レル′グン)、 症状から分類したもので、

1～ 5の分類とは若千異なる。

「アレルギーマーチ (ア レルギーの行進)」 というイメージがある (図 )。 「アレルギーマーチ」

とは遺伝的にアレルギーになりやすい素質 (ア トピー素因)のある人に年齢を経るごとにア

レルギー性疾患が次から次べと発症 してくる様子を表 した言葉である。例えば、父母や兄姉

にアレルギーがあるようなア トピー素因がある場合、生まれてす最初に出るアレルギー症状

はア トピー性皮膚炎や食物アレルギーが多い。しかしこうした子も 1歳半から3歳になるこ

ろには、かなり良くなっていく。



ところが今度は 「ゼーゼー、ヒューヒュー」という喘場を伴つた呼吸困難が起き、ぜん息

が始まる。食物アレルギーがあつて、ア トピー性皮膚炎がある乳児の半数程度はぜん息を発

症するとも言われている。 したがつて、ア トピー性皮膚炎が軽くなる頃に「ゼーゼー、ヒュ

ーヒユー」といつた呼吸困難が始まり、「ぜん息ではないか」と診断されることになる。

そしてぜん息の子どもも中学を卒業するころには半分以上が症状が消失するか軽 くなる。

逆に今度はアレルギー性鼻炎や結膜炎の症状が表に出てくる。

このように、アレルギーの症状が年齢によつて変化 し、次から次へと発症 していくのであ

る。
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<鼻炎、ぜん息、皮膚炎を高率で合併>

それならどれ くらいの率で合併しているのか。低年齢の子どもに関するデータは少ないが、

国立病院機構相模原病院の海老澤らが、相模原市の 3歳 と5歳の子どもたち 3千人を調査 し

た結果によると、ア トピー性皮膚炎、ぜん息、スギ花粉症つまり鼻炎・結膜炎、そして食物

アレルギーが低年齢の子どもに多いことが分かっている。

乳幼児のアレルギー疾患でとくに問題になるのは、ぜん息では低年齢発症が多くなり、そ

の診断治療が難 しいことであり、ア トピー性皮膚炎では食物アレルギーの関与が深いことは

わかっているものの、そのメカニズムが未だに解明されていないことである。また、食物ア

レルギーでの問題は、確実な診断方法が負荷試験 (原 因と疑われる食物を食べさせて反応を

みる試験)し かないこと、多種食物アレルギーでは除去食に多大のエネルギーを要すること、

過敏な子は少量の摂取でもアナフィラキシーシヨックを起こすことがあることである。

このように、乳幼児期のアレルギー疾患は診断、治療が難 しく、また、成長 とともに大き

く変化 していくことから十分な知識 と、細やかな観察 。対応能力を持つことが、乳幼児保育

に携わるものには望まれる。



第 2章 保育所におけるアレルギー疾患 (実態)

1 保育所でのア レル ギー疾患への対応 の現状 と課題

(1) 保育所でのアレルギー疾患の現状

保育園児がかかる主なアレルギー疾患には、乳児期から問題になるア トピー性皮膚炎、

食物アレルギー、さらに幼児期から次第に増えるアレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎

および気管支ぜん虐、などがある

これらのアレルギー疾患の中でも、アレルギニ性鼻炎、アレルギー性結膜炎および気管

支ぜん′自、は、主治医の保育所生活における注意や指示が明確に示されれば、その指示に従

つて保育所生活を送ることには大きな問題は起こってこない。

一方、食物アレルギーおよびア トピー性皮膚炎の子どもたちに関しては、「保育所におけ

るアレルギー対応にかかわる調査研究」 (財団法人こども未来財団 平成 21年度児童関連

サービス調査研究等事業報告書 主任研究者 :鳴下重彦)に よると誤食の事故が、平成 20

年度 1年間に 29%の保育所で発生していた。なお、この食物アレルギーの 10%程度がア

ナフィラキシーショックを引き起こす危険性があり、乳幼児の生命を守る観点からも慎重

な対応が急がれる。

この調査の中で平成 21年度に日本保育園保健協議会が保育所における食物アレルギー

に関する全国調査 (953保育所、園児 105,853人 を対象に調査)を行い、年齢別有病率や

原因食物などを明らかにし、上記誤食事故の経験例なども集計した。

また、「アレルギー疾患に関する調査研究報告書」(平成 19年 文部科学省アレルギー疾

患に関する調査研究委員会)に よると、平成 16年の小学生の食物アレルギー有病率が 2.8%

とされているが、保育所では 4.9%と 高率で、3歳以下では小学生の 2倍で、1歳では 3倍

以上にもなっていた。なお、0歳で 7.7%と なっているが、0歳児の食物アレルギーは確定

診断に至っている児が少なく、問題 となる園児は 1歳児より多いのが現状である (図 1、

図 2)。

図 1食物アレルギーの有病率 (年齢別 ) 図 2.食物アレルギーの有病率の比較

1()_(:)'t

S(,● |

: 6.0'6

1 4.0°お

: 2.[)?i

i C}_0,|

5.Olふ ・

40'も '

3.0'0 .

20'も  '

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

10'6

小学生



原因食では圧倒的に鶏卵が多くほぼ 50%を 占め、つづいて牛乳 20%、 小麦 7%、 大豆

およびナッツ類 5%の順となっていた。 (図 3)

図 3.保育園における食物アレルギーの原因食
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保育所でのアレルギー疾患の課題

アレルギー疾患の乳幼児が保育所にたくさんいる。             |
アレルギー疾患は専門性の高い分野であり、かつ考え方や治療が近年急速に発達 し、

変化 している。

医療現場でのアレルギー疾患に対する理解度に大きな差がある。

。同=患児であつても、医師によって診断や指導方法が異なり、保育の現場で混乱

する原因となる。またそれを、保育所現場で調整することはできない。

全ての嘱託医がアレルギー疾患に必ずしも詳しいわけではない。

なかでも、食物アレルギーは特殊かう医療現場や地域での考え方の差が大きい

医師によつて診断が異なったり、乳児期には診断が確定しなかったりすることが多

く、除去食物の種類が増える傾向がある。

→対応困難あるいは問題例は、市町村の委員会等で検討 し、より安全な対応策を模

索する。

診断は負荷試験が基本であるが、実施医療施設に限りがある。

→専門医のネシトワーク等で専門医の紹介を行ったり、地域における診断の確定に      、

関する手順など専門委員会で検討 したりする。

食物アレルギー症状の約 10%がアナフィラキシーショックを起こす。            ‐

エピペンの取 り扱いを含めて、市町村の委員会等で地域特性を勘案 した緊急時の対

マニュアルを策定し、その中にエピペンの取り扱いについても、地域での統一見解

掲載する。

いずれにしても、市町村における保育所での健康安全に関わる協議会等 (園児の健

応

を



康および安全を考える場)を設け、その中にアレルギーの専門委員会を設置し、嘱託

医及び主治医を対象とした研修会の企画、および保護者に対する啓発などを検討する。

また、個々の保育所での対応困難事例なども指導 。支援 して安全に対応できるように

管理する。



2 保育所 にお けるア レル ギー疾患生活管理指導表 の活用

このような課題から、保育所 と保護者、嘱託医等が共通理解の下に、一人ひとりの症状等

を正しく把握 し、アレルギー疾患の平L幼児に対する取 り組みを進めるために、このガイ ドラ

インでは、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」 (以下、管理指導表とい う)を

提示する。

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表 (案 )(気 管支喘息・アトピー性皮膚炎・アレルギー性結瞑炎)  提出 日 平成__■ _月_日

名前         男・女 平成 年 月 日生 ( 歳  ヶ月)   組
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保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表 (案)(アレルギー性鼻炎・食物アレルギー・アナフィラキシー)  提出 日 平成 _年 _月 _日

名前_男 ・女 平成_年_月 _日 生 ∈ 歳__ヶ月

―
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一資
〓
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1 贅物アレルキーの間与する,t児アトヒー性皮膚炎

Z Fp時 型

0 その他  (斬 生児 1肖 化讐症状 口腔アレルキー症 晨鮮

1 食物  (原因 :

2 その他 (案物食物依存性運動嬌発アナフィラキシーラテックスアレルギー

, 軟
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<生活管理指導表の活用について>

管理指導表は、アレルギー疾患と診断された園児が、保育所の生活において特別な配

慮や管理が必要となった場合に限うて作成する。以下に、生活管理指導表の活用の流れ

を示す。

アレルギー疾患を持つ こどもの把

・入園面接時に、アレルギーについて保育所での配慮が必要な場合、申し出てもらう。

・健康診断や保護者からの申請により、子どもの状況を把握する。

アレルギー疾患と診断された場合、保護者からの申し出により、配付する。

主治医、アレルギー専門医に生活管理指導表を記載してもらう。

(保護者は保育所の状況を医師に説明する)

保護者は、必要であれば、その他資料等を保育所に提出する。

・保育所での生活や食事の具体的な取 り組みについて、

調理員等と保護者

が協議して対応を決める。

園長や嘱託医、看護師、栄養士、

育所内職員による共通理

。実施計画書等を作成 し、子どもの状況、保育所での対応 (緊急時等)について職員が共

通理解する。

・保育所内で定期的に取 り組みにおける状況報告等を行 う。

活管理表の見直

1年に 1回、見直 しを行 う
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護者 との面




